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健
康
づ
く
り
推
進
条
例

問
　
条
例
の
推
進
に
向
け
た
取

り
組
み
を
伺
う
。

市
長
　
基
本
理
念
に
基
づ
き
、

健
康
増
進
計
画
（
第
2
期
）
で

掲
げ
て
い
る
事
業
を
、
市
民
や

地
域
団
体
、
事
業
者
と
市
が
協

働
し
て
推
進
し
て
い
く
。

問
　
予
防
医
学
と
運
動
療
法
の

必
要
性
に
つ
い
て
伺
う
。

市
長
　
今
年
度
か
ら
開
始
し
た

運
動
教
室
「
リ
ン
パ
ビ
ク
ス
」

の
ほ
か
、
ス
ポ
ー
ツ
と
健
康
が

融
合
し
た
事
業
を
展
開
し
た
い
。

平
塚
市
民
病
院
の

今
後
に
つ
い
て

問
　
医
療
の
広
域
化
を
視
野
に

入
れ
、
大
磯
町
や
二
宮
町
に
負

担
し
て
も
ら
う
な
ど
、
新
た
な

財
源
確
保
を
検
討
で
き
な
い
か
。

市
民
病
院
事
務
局
長
　
市
外
の

小
児
救
急
搬
送
患
者
数
は
、
前

年
度
と
比
べ
増
加
傾
向
に
あ
る
。

引
き
続
き
近
隣
町
へ
協
力
体
制

を
要
請
し
、
患
者
の
受
療
動
向

を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
財

政
負
担
を
検
討
し
て
い
く
。

問
　
二
次
医
療
圏
に
お
け
る
周

産
期
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、

体
制
づ
く
り
を
で
き
な
い
か
。

市
民
病
院
事
務
局
長
　
比
較
的

高
度
な
医
療
を
行
え
る
地
域
周

産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し

て
、
施
設
面
の
基
準
を
満
た
し

て
い
る
。
医
師
と
看
護
師
を
配

置
で
き
れ
ば
、
県
の
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

問
　
健
全
経
営
の
た
め
に
課
題

を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
の
か
。

病
院
事
業
管
理
者
　
経
営
分
析

し
、
収
益
を
あ
げ
ら
れ
る
部
分

か
ら
改
善
し
て
い
く
。

防
災
対
策
の
更
な
る

充
実
に
向
け
て

問
　
災
害
弱
者
に
対
し
て
の
安

全
確
保
に
つ
い
て
伺
う
。

防
災
危
機
管
理
部
長
　
要
配
慮

者
用
ビ
ブ
ス
や
聴
覚
障
が
い
者

用
の
筆
談
器
の
購
入
、
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
ル
ー
ム
の
設
置
な
ど
に

つ
い
て
、
全
て
の
避
難
所
へ
拡

充
し
て
い
く
。

問
　
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
な

ど
の
潜
在
有
資
格
者
の
協
力
体

制
を
提
案
す
る
が
見
解
を
伺
う
。

防
災
危
機
管
理
部
長
　
事
前
登

録
制
度
を
始
め
ら
れ
な
い
か
、

福
祉
部
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受

け
入
れ
な
ど
を
行
う
社
会
福
祉

協
議
会
と
相
談
し
て
い
く
。

問
　
女
性
の
視
点
を
生
か
し
た

避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
で
き
な
い
か
。

防
災
危
機
管
理
部
長
　
職
員
研

修
に
、
内
閣
府
男
女
共
同
参
画

局
が
作
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施
を
検
討
し
て
い
る
。ま
た
、

避
難
所
へ
女
性
職
員
を
配
備
す

る
こ
と
で
、
女
性
に
配
慮
し
た

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
で
き
る
。

海
岸
エ
リ
ア
魅
力

ア
ッ
プ
の
方
向
性
か
ら

問
　
海
岸
エ
リ
ア
の
整
備
に
Ｐ

Ｆ
Ｉ
な
ど
の
手
法
を
ど
の
よ
う

に
取
り
入
れ
て
い
く
の
か
。

企
画
政
策
部
長
　
整
備
に
は
民

間
資
金
の
活
用
を
検
討
す
る
。

最
適
な
手
法
を
導
入
し
、
経
費

が
最
少
で
済
む
よ
う
進
め
る
。

問
　
自
転
車
で
ま
ち
を
回
遊
で

き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル

の
導
入
に
つ
い
て
見
解
を
伺
う
。

交
通
政
策
担
当
部
長
　
現
行
の

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
利
用
者
ア

ン
ケ
ー
ト
で
、
南
側
エ
リ
ア
で

の
利
用
ニ
ー
ズ
が
確
認
で
き
た
。

結
果
を
踏
ま
え
て
、
本
市
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
イ
ク
ル
の
在
り

方
を
研
究
し
た
い
。

市
民
が
主
役
の

生
命
を
守
る
ま
ち
づ
く
り

小
笠
原 

千
惠
美 

議
員

公
明
ひ
ら
つ
か

資
金
調
達
コ
ス
ト

の

低

減

問　
調
達
コ
ス
ト
を
最
小
化
す

る
た
め
の
工
夫
を
伺
う
。

企
画
政
策
部
長
　
利
率
低
減
の

た
め
、
入
札
照
会
先
の
金
融
機

関
を
平
成
20
年
度
の
3
行
か
ら

現
在
の
15
行
に
増
や
し
た
。
新

庁
舎
建
設
に
関
す
る
起
債
で
は
、

借
入
期
間
は
10
年
と
す
る
も
の

の
、
償
還
額
は
20
年
分
割
額
と

し
、
10
年
目
に
残
額
を
一
括
償

還
し
た
上
で
、
再
度
10
年
間
の

借
り
入
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

20
年
間
固
定
の
借
入
金
利
よ
り

も
低
金
利
で
の
借
り
入
れ
を
可

能
と
し
た
。

問　
将
来
ど
れ
だ
け
の
利
息
を

支
払
う
か
を
示
す
利
子
負
担
率

を
、
市
民
へ
公
表
す
る
考
え
は

な
い
の
か
。

企
画
政
策
部
長
　
将
来
の
市
民

へ
負
担
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る

ら
れ
、
予
期
し
な
い
基
金
の
取

り
崩
し
に
基
金
全
体
で
対
応
で

き
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
。
基
金
ご
と
の
性
質
や
動
向

を
見
極
め
た
上
で
の
運
用
の
方

向
性
や
、
流
動
性
の
あ
る
資
金

の
減
少
に
よ
り
繰
替
運
用
可
能

額
が
縮
小
す
る
こ
と
へ
の
対
応
、

高
い
専
門
性
を
持
つ
職
員
の
育

成
な
ど
を
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

の
で
、状
況
を
十
分
精
査
し
て
、

ど
の
よ
う
な
公
表
が
で
き
る
の

か
検
討
し
て
い
く
。

資
金
運
用
益
の
拡
大

問　
運
用
方
法
の
分
析
検
討
は

し
て
い
る
の
か
。

企
画
政
策
部
長
　
安
全
性
、
安

定
性
の
視
点
は
必
要
で
あ
る
が
、

運
用
資
金
は
少
し
で
も
増
や
し

た
方
が
い
い
と
考
え
て
い
る
。

今
年
３
月
に
、
債
券
に
つ
い
て

は
５
年
以
内
の
運
用
と
い
う
こ

と
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ

れ
以
上
長
期
の
も
の
も
運
用
が

で
き
る
よ
う
な
見
直
し
を
行
っ

た
。

問　
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
得

ら
れ
る
基
金
の
一
括
運
用
に
つ

い
て
の
考
え
を
伺
う
。

企
画
政
策
部
長
　
複
数
の
基
金

を
一
体
と
捉
え
て
行
う
一
括
運

用
は
、
運
用
効
率
の
上
昇
や
事

務
の
集
約
に
よ
る
効
率
化
が
図

認
知
症
支
援
策
の
推
進

問　
本
市
の
高
齢
化
率
は
、
平

成
37
年
度
に
28
・
３
％
に
上
り
、

そ
の
う
ち
約
11
・
６
％
が
認
知

症
高
齢
者
で
あ
る
と
推
計
し
て

い
る
。
認
知
症
支
援
策
で
遅
れ

て
い
る
点
を
伺
う
。

副
市
長
　
高
齢
者
福
祉
計
画
の

最
終
年
度
で
あ
る
平
成
29
年
度

ま
で
か
か
る
取
り
組
み
と
し
て

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

の
整
備
を
現
在
進
め
て
い
る
。

問　
「
知
っ
て
あ
ん
し
ん　

ひ

ら
つ
か
認
知
症
ガ
イ
ド
」
の
更

な
る
利
活
用
に
つ
い
て
伺
う
。

副
市
長
　
現
在
は
、
相
談
に
来

た
方
に
職
員
が
手
渡
し
で
配
付

し
て
い
る
が
、
更
に
多
く
の
市

民
に
周
知
し
て
い
く
た
め
医
療

機
関
や
公
民
館
な
ど
で
閲
覧
で

き
る
よ
う
に
す
る
。

問　
小
・
中
学
生
へ
の
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
更
に

増
や
せ
な
い
か
。

教
育
指
導
担
当
部
長
　
福
祉
教

育
は
大
変
重
要
で
あ
る
た
め
、

教
頭
研
究
会
な
ど
の
機
会
に
改

め
て
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

母
子
手
帳
の
電
子
化

問　
母
子
手
帳
の
電
子
化
を
本

市
で
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と

思
う
が
、
見
解
を
伺
う
。

健
康
・
こ
ど
も
部
長
　
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
手
軽
に
確
認

で
き
る
た
め
ニ
ー
ズ
は
高
い
と

思
う
が
、
今
後
の
動
向
を
見
極

め
て
い
く
。

▼
こ
の
ほ
か
の
質
問　
Ｂ
型
肝

炎
ワ
ク
チ
ン
定
期
接
種
化
に
つ

い
て　

イ
ク
ボ
ス
宣
言
を
し
て

住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
に

伊
東 

尚
美 

議
員

　皆さんの意見や要望を議会に伝え、市
政に反映させる方法として請願と陳情が
あります。
　請願には賛同する議員の紹介が必要で
すが、陳情には必要ありません。

請願・陳情を市議会へ

公明ひらつか
所 属 議 員

鈴木 晴男 議員

永田 美典 議員

■精神障がい者に公共交通運賃割引制度の早
期適用を求める意見書（抜粋）
　障害者総合支援法の趣旨を踏まえて、身体
障がい者や知的障がい者と同様に精神障がい
者にも、公共交通機関割引制度を早期に実現
し、経済的負担の低減に努めると共に、社会
参加の機会を充実させていくことを強く要望
する。
■神奈川県最低賃金改定等についての意見書

（抜粋）
　2016年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定
に関して、次の事項について、特段の配慮を
されるよう強く要望する。
１　経済の好循環の実現のため、早期に神奈
川県最低賃金の諮問・改定を行うこと。
２　最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模
事業者への支援を強化すること。
（1）国として実施している各施策における神
奈川県での活用実績等、取り組み成果の見え
る化を図り、実効性を高めること。
（2）公正な取引関係の確立に向け、為替変動・

資材高騰・物価上昇などに伴うコスト増や消
費税の価格転嫁を阻害する行為への適切な指
導、監視体制の強化をはかること。
■子どもたちにゆたかな学びを保障するため
に、少人数学級の実現、教育予算の増額、義
務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める
意見書（抜粋）
　政府におかれては、次の事項について配慮
されるよう強く要望する。
１　子ども、保護者のニーズに応じたきめ細
かな教育を実現し、ゆたかな教育環境を整備
するため、少人数学級の実現と学級規模の弾
力化を推進すること。
２　保護者負担軽減のため、教育予算を増額
すること。また、義務教育教科書無償制度を
継続すること。
３　義務教育制度は、教育の機会均等、水準
確保、無償制を根幹としている。それを支え
るための義務教育費国庫負担制度を堅持する
とともに、国の負担を最低でも従前の2分の1
まで拡充すること。

　議員からの提出議案として、本会議の最終日に次の意見書が提
案され、全会一致で可決しました。可決した意見書は国や神奈川
県など関係機関に提出します。ホームページには全文を掲載して
います。意見書

し た可 決

新
た
な
財
源
確
保
策秋

澤 

雅
久 

議
員

【問い合わせ】議会局（☎21-8791）




